
令和８年　申告相談会場・日程

広島南税務署からのお知らせ

前年１月～12月の間、収入がなかったまたは遺族年金・障害者年金など非課税所得のみだった方で、住民税申告が必
要な方は、本庁税務課、各市民センター（大柿町を除く）、三高支所で申告できます。（収入がある場合は、申告相談
会場での申告になります）

確定申告書の控えに税務署の受付印は押印できません。受付印の必要な方は、直接、広島南税務署へお問い合わせください。

申告のときに準備するもの

所得がない方の住民税の申告

確定申告書への税務署の受付印について

確定申告確定申告
住民税申告住民税申告

日時 ２月16日㈪～３月16日㈪　※土日祝日を除く
午前９時～午後４時（正午～午後１時を除く）

夜間申告 ２月27日㈮
午後４時～午後７時

休日申告 ３月１日㈰
午前９時～午後４時（正午～午後１時を除く）　

受付方法

会場内の混雑緩和のため、申告相談会場への入場には、入場できる時間枠を区切った「入場
整理券」が必要です。電話での予約は受け付けていません。
入場整理券の発行方法は２種類あります。(①と②は別枠で時間を設けています)
①会場で当日配布
　受付開始　２月16日㈪午前９時～
　入場整理券の配布状況によっては後日の入場整理券をお渡しする場合があります。
②江田島市公式LINEを通じたオンライン事前発行
　受付開始　２月２日㈪午前９時～(来場希望日の14日前の午前９時から可能)
　発行には、LINEにて江田島市公式アカウントの登録をしていただく必要があります。

　■申告相談会場 沖美市民センター 三高交流プラザ 切串交流プラザ

日時
３月10日㈫ ３月11日㈬ ３月12日㈭

午前９時～午後４時（正午～午後１時を除く）

受付方法

会場内の混雑緩和のため、申告相談会場への入場には、入場できる時間枠を区
切った「入場整理券」が必要です。電話での予約は受け付けていません。
入場整理券は各会場で当日配布します。
各地域住民の方々がより多く受付可能にするため、江田島市公式LINEを通じた
オンライン事前発行は受け付けていません。

個人番号および本人を確認する書類
１点でよいもの…マイナンバーカード
２点必要なもの…①個人番号が記載された住民票など　②運転免許証、在留カードなど
所得税の還付を受ける人
申告者名義の通帳など振込口座の確認ができるもの
令和７年分の収入に関する書類
●公的年金の源泉徴収票（厚生年金・共済年金・企業年金など）●給与の源泉徴収票（複数ある場合は全て）
●収支内訳書（事業・農業・不動産収入がある人）●その他の収入（シルバー人材センターの配分金・個人年
金・外交員等の報酬など）●特定口座年間取引報告書など（配当や株式の譲渡所得がある人）
所得控除等に関する書類
●社会保険料（国民年金・健康保険料など）●令和７年分の生命保険料・地震保険料の控除証明●医療費控除の
明細書または医療費通知（領収書では申告できませんので、明細書を作成してください）●障害者手帳など
●寄附金の領収書（ふるさと納税ワンストップ特例を申請していても確定申告をする際には、申告が必要です）
●２年目以降の住宅借入金等特別控除（年末残高証明書・税務署から送付された控除証明書）
注意事項
利用者識別番号が必要となりますので、利用者識別番号をお持ちでない方は、事前に取得してください。
申告に必要な書類を紛失した場合は、発行元で再発行してもらってください。収支内訳書、医療費控除の明細書
などは、事前に作成してください。その他、ご不明な点は、 税務課 市民税係 へお問い合わせください。

■申告相談会場　ゆめタウン江田島 ２階

■申告相談会場 日　　　　　時

NTTクレドホール
（基町クレド・パセーラ11階）
住所:広島市中区基町6-78県庁前

２月16日㈪～３月16日㈪　午前９時～午後５時
（受付：午前８時30分～午後４時）
※土日祝日は除きますが、３月１日の日曜日は開場します。
※申告期間中は、広島南税務署には相談会場を設けていません。

申告会場の混雑を回避するため、申告会場への入場には、入場で
きる時間枠が指定された「入場整理券」が必要です。入場整理券
は当日配布しますが、LINE を通じたオンライン事前発行も可能
です。なお、入場整理券（当日配布）の枚数には限りがあります。
※来場される場合は、上記【e-Taxに必要なもの】をご準備のうえ、来場ください。

問 税務課市民税係☎0823-43-1636問 税務課市民税係☎0823-43-1636

2/16㊊

3/16㊊

申告受付

〉〉〉

～確定申告はご自宅からスマホやパソコンで e-Tax! ～

申告相談会場入場には「入場整理券」が必要です。

↑国税庁LINE友だち追加

申請書
（国税庁）
の作成→

【お願い】土地・建物の譲渡所得や住宅借入金等特別控除の申告のある方へ

譲渡所得や住宅借入金等特別控除などの複雑な申告は毎年多大な時間を要します。これらの申告のある方は、事前に税
務署に必要書類、書き方などの相談をし、すべての書類を作成したうえで申告してください。また、できる限り申告相
談会後半の比較的空いている日の申告にご協力ください。

問 広島南税務署☎082-253-3281問 広島南税務署☎082-253-3281

マイナポータル連携
はこちら→

↑�オンライン発行
　についてはこちら
   LINE アプリの
　ＱＲコードリーダ
   から読み込んでく
   ださい。

保険税 ( 料 ) の軽減！申告をお忘れなく！
� 問 保健医療課☎0823-43-1639 　
　国民健康保険・後期高齢者医療（原則、対象者は75歳以上）制度は、被保険者と世帯主の合計所得により、保険税
（料）の軽減などを判定します。軽減に該当する所得でも未申告の方は、保険税（料）は軽減されません。確定申告を
された方または公的年金を受給している方など所得の把握ができている方以外は、市県民税の申告をしてください。
　特に、遺族・障害年金を受給している方または収入がない方は忘れないようにしてください。

すでに 85％以上の方が、確定申告会場に来場せず、確定申告しています。
ご自宅から申告できる e-Tax をぜひご利用ください。
さらに、マイナポータル連携で控除証明書などのデータが自動入力できます。

【e-Tax に必要なもの】●マイナンバーカード　●マイナンバーカード読取対応スマホ
　●マイナンバーカードのパスワード ( ２種類 ) ①署名用電子証明書(英数字６～16文字)②利用者証明用電子証明書 ( 数字４桁 )

広報えたじま　令和８年２月 広報えたじま　令和８年２月 8899



　　　　問 えたじまウォーキング実行委員会事務局（市観光協会内）　☎0823-69-7597

春の真道山登頂チャレンジ！

えたじまウォーキング2026参加者募集
島の桜を愛でながら、春のウォーキングを楽しんでみませんか？
参加賞として完歩証明書や江田島市の特産品などが当たるスピードくじ、牡蠣汁のふるまい(予定)があります。
　能美市民センターには飲食ブースやキッチンカーの出店もあります！
日時　３月29日㈰　午前９時～午後２時（少雨決行）　
場所・コース　能美市民センターを発着として真道山山頂までの往復約７km
参加資格　健康で完歩できる方（小学生以下は、保護者または引率者が必要）
参加費　中学生以上1,000円、小学生以下500円　別途エントリー手数料が必要
募集定員　300人　　募集期限　３月９日㈪まで
申込方法　スポーツエントリーからのネット受付または電話受付（☎0570-039-846）で。
　詳しくは、市観光協会ホームページまたは市役所本庁・各市民センター・各港などにあるチラシをご覧ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問 デジタル改革課☎0823-43-1654

パブリックコメント

えたじまデジタルビジョン（案）の意見を募集しています

　「えたじまデジタルビジョン（案）」についてパブリックコメントを実施します。
　デジタル改革課、各市民センター（江田島、能美、沖美）、三高支所、市ホームページで閲覧
できますので、ご意見をお寄せください。
　市公式LINEからも意見を投稿できます。
募集期間　１月16日㈮～２月16日㈪　午後５時15分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問 デジタル改革課☎0823-43-1654

キャリア（ドコモ、au、ソフトバンクなど）不問で、スマホ未所有の方も大歓迎

移動型スマホ教室（無料）を開催

判定結果 申告区分

①
市県民税の申告や確定申告は必要ありません。（医療費控除など源泉徴収票に記載のない控除を受ける
場合や所得税の還付を受ける場合には申告が必要です）

② 市県民税の申告が必要です。（確定申告する場合は、市県民税の申告は必要ありません）

③ 所得税の確定申告が必要です。※自宅から電子申告（e-Tax）を利用しましょう。

④

所得税の確定申告は不要ですが、所得（課税）証明書が必要な場合や、医療費の限度額適用の申請、国
民年金保険料の減免申請をする場合は、市県民税の申告が必要です。　※自宅からeLTAXにアクセスし、
マイナンバーカードを利用して申告しましょう。
また、国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方は、市県民税の申告をすることで、保険税や
保険料の軽減を受けることができる場合があります。

※上の案内図は一例です。詳しくは、税務課市民税係☎0823-43-1636へお問い合わせください。

次の質問に答えていき、申告の必要
があると判定された場合は、早めに
申告を済ませましょう。あなたは申告が必要ですか？

チェックしてみましょう

④

非課税収入のみ（�遺族年金・障害年金・失業給付金・　
児童扶養手当・特別定額給付金など）

令和７年中に
どんな収入があり
ましたか？
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主に給与収入 収入なし

スタート！

営業・農業・不動産・雑（個人
年金含む）・一時所得（保険満期
返戻金含む）などの収入がある

主に公的年金などの収入
（�国民年金・厚生年金・

共済年金など）

④

▲LINE QR

「スマサポ号」を活用した無料移動型スマホ教室を開催します。（※スマホは貸出機を使用します。）
月日 時間 教室の内容 場所

２月４日㈬
　　25日㈬

午前10時30分～11時30分 使い方(基礎編)

ゆめタウン江田島
駐車場

午後０時30分～１時30分 使い方(応用編)
午後２時～３時 LINEでコミュニケーション
午後３時30分～４時30分 スマホのセキュリティについて

３月４日㈬
　　11日㈬
　　25日㈬

午前10時30分～11時30分 使い方(基礎編)
午後０時30分～１時30分 使い方(応用編)
午後２時～３時 LINEでコミュニケーション
午後３時30分～４時30分 スマホ決済の使い方

※使い方(基礎・応用編)「Android」▶２月４日㈬、３月４日㈬・25日㈬
　使い方(基礎・応用編)「iPhone」▶２月25日㈬、３月11日㈬
使い方（基礎編）
マップを使いながら基本操作、ルート検索、カメラの撮影、動画の撮影、QRコード読み取り
使い方（応用編）
インターネットの調べ方、音声操作、アプリの追加方法、移動方法
LINEでコミュニケーション
トークの送り方、写真・スタンプの送り方、グループトークの作り方、ビデオ通話の仕方
スマホのセキュリティについて
よくある不安、詐欺の手口、安全な使い方
スマホ決済の使い方
スマホ決済とは、不安要素と対処法、アプリ登録・体験
定員　各回３人（先着順・事前予約制）
申込方法　電話でお申し込みください。
予約受付コールセンター　☎0800-111-9442　受付時間　午前９時～午後５時(※無休、先着順)

何度でも受講可能！
空きがあれば当日参加可能！

▲ネット受付はこちらから

広報えたじま　令和８年２月 広報えたじま　令和８年２月 10101111


